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轍 経済的困窮のみなら嗅 学カロ健康・生活口進路・社会的経験

など様々な社会的不利をもたらす

子どもの貧困の背景に、親の不安定な雇用と生活がある

子ども期の貧困経験が、その後の個人の人生および社会的

な損失にも影響する

■

　

　

■

2

今日的な子どもの貧困をどうとらえるか ?



子どものいる世帯の7～ 8世帯に1世帯は言困以下の生活

子どもがいる現役世帯 (世帯主が18歳以上65歳未満)の世帯員の相対的費困率

大人が―人

子どもがいる現役世帯
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厚生労働省資料 より
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貧困率の国際比較 (2000年代半ば)

相対的費困率 子どもの菫口率
子どもがいる現役世帯 (世帯主が18歳以上65歳未満の世帯)の菫困率

合  計 大人が一人 大人が二人以上

割  合 順 位 割  合 順位 割 合 順位 割  含 ■位 割  合 順 位
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オース トリア
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資料:OECD・ G子OW ng unequaP'等

厚生労働省資料よリ
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親の社会経済状況が子どもの学力や生活にも影響

親の社会経済階級と学力 (平成 15・ 18年 )

数学 (平成 15年 )

■ 下 I +or 中の上

牌
　
　
上

(平成 18年 )

(注)OECD生徒の学習到遺度調査 (PISA)よ り。

調査対象は全国の高校1年生 (平成15年 約4,700人 、平成18年 約6,000人 )

家庭の社会経済的背景の指標を作成し、指標値により上位から下位まで4群に分け、それぞれ数学的リテラシー、科学的リテラシーの得点の平均値を算出した。
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家族の所得階層によつて子どもの生活にも格差

家族の所得階層と子どもの生活
(%)

年 収

朝
食

「た
ま
に
と
ら
な
い
」

「ほ
と
ん
ど
と
ら
な
い
」

子
ど
も
専
用
の
部
屋
が
あ
る

こ
づ
か
い

「あ
げ
て
い
な
い

決
め
て
い
な
い
」

テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
を
持
っ
て
い
る

こ
の
１
年
間
で
家
族
で

旅
行
に
行
っ
た

家
に
パ
ソ
コ
ン
が
な
い

冒
い
ご
と
を
さ
せ
て
い
る

子
ど
も
が
何
を
し
て
遊
ん
で

い
る
か
よ
く
知

っ
て
い
る

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
に
参
加
し
て
い
る

全 体 計 14.6 67.6 42.0 83.6 41.6 54,2 28.0 76.8 40.4

～200万円 29.1 54.2 50.0 83.3 38.9 79.2 16.7 56.9 14.3

～300万円 20.4 51.3 52.6 79.0 34.4 80.0 19.5 77.1 25.6

～400万円 19,2 63.9 42.5 82.8 42.9 68.5 23.6 80.8 30.5

～500万円 13.5 69.9 45.7 84.6 43.6 58.9 30.2 77.2 48.8

～700万円 12.4 77.5 35.5 85.2 43.8 40.6 35.2 80.1 50.2

～1,000万円 7.4 78.9 37.6 90.8 47.7 25.0 35.2 80.2 56.6

1,000万 円～ 11.3 71.9 24.5 84.9 35.8 21.9 41.9 84.4 50.0
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資料 :小西祐馬「調査報告 :子 どもの生活と社会階層一北海道子どもの生活環境調査」2004



子どもの自国の背景に、親の不安定な雇用と生活がある

(%)
世帯類型別の生活困窮の経験
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二親世帯

(二世代 :子どもがある世僣)

衣料が目えなかつた経験

ひとり親世帯
(二世代 :子どもがある世僣)

夫婦のみ世帯

(非高齢書 :子どもがない世帯)

二親世帯

(=世代 :子どもがある世椰)

食■が足りなかつた経験

ひとり親世帯

(二世代 :子どもがある世帯)

夫婦のみ世帯

(非高齢書 :子どもがない世帯)
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資料 :国立社会保障 。人口問題研究所 「2007年社会保障 人口問題基本調査 社会保障実態調査」2007よ り作成。

輻霧まれにあつた



金銭的理由により

医療サー ビスの抑制

貧困の経験 (母子家庭 )

十分な食べ物を買う
お金がなかつた

所得階層によつて貫困の経験にも差が見られる

(%)
50

公共料金の滞納

(税込年収)

■口～200万円未満 ■

子どもの学校の必要経■が  クレジットカー ドの支払いが

支払えなかつた できなかつた

200～ 300万円未満   300～ 500万円未満 ■

2008年 4月

0.0 0.0 0,0

(注 )調 査対象は、平成 17年国勢調査の世帯数を基本とし、北海道内の母子家庭の 1割を抽 出 (n=3,351)。

回答世帯数は2,884世 帯 (回 収率86,1%)

資料 :(財 )北海道民生児童委員連盟「ひとり親家庭 (父と子・母と子の家庭 )の生活と意識に関する調査研 究報告書」2009
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500～ 700万円未満   700～ 1,000万 円未満   1,000万円以上



子ども期の資困経験が、その後の個人の人生および社会的な損失にも影響する

母親が20歳までに経験したこと(複数回答)

(%)

父
親
の
死
亡

両
親
の
死
亡

父
母
の
仲
が

円
満
な
家
庭
だ
っ
た

父
母
の
ど
ち
ら
か
が

病
気
や
ハ
ン
デ
で

通
院

日
入
院
を
操
り
返
す

父
母
の
仲
が
悪
く

喧
暉
が
絶
え
な
い

父
母
の
ど
ち
ら
か
が

非
常
に
猥
力
的

父
母
の
ど
ち
ら
か
が

繰
り
返
し
家
を

空
け
て
い
た

経
済
的
困
窮

生
活
保
護
受
給

経験した 経験した 経験した 経験した 経験した 経験した 経験した 経験した 経験した

税

込

年

収

～200万円未満 10.0 25.0 38.4 9.8 18.3 11.2 5.4 26.6 6.5

200～300万円未満 12.7 22.4 41.8 11.3 19.6 11.8 5.9 19.6 5.9

300～500万 F]未満 5.7 11.4 52.3 7.8 14.5 5.7 4.1 16.6 2.1

500～700万円未満 2.4 7.3 56.1 4.9 14.6 4.9 0.0 22.0 0。 0

700～ 1,000万円未満 9.1 9.1 63.6 0。0 18.2 0。0 0.0 0。 0 0.0

11000万 円以上 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

学
　
歴

中学卒業 14.1 35.5 18.8 15.0 23.1 19口 7 9.8 38。0 13.7

高校中退 8.6 42.9 23。 7 12.2 26.5 18.8 7.8 35.1 13.9

高校卒業 10.6 22.1 41.6 10.2 17.7 9.2 5.4 23.4 4.2

短大・専門学校卒業 9口 7 8.3 56.6 7.3 13.2 7.3 3.1 10.1 2.4

大学卒業以上 3.7 0.0 63.0 7.4 18.5 0.0 0.0 14.8 0.0

(注 )調査対象は、平成17年国勢調査の世帯数を基本とし、北海道内の母子家庭の1害 1を抽出 (n=3,351)。 回答世帯数は2,884世 帯 (回収率86,1%)

資料:(財 )北海道民生児童委員連盟「ひとり親家庭 (父と子・母と子の家庭)の生活と意識に関する調査研究報告書」2009
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5年間に、通学 (禾U用 )する子ども及びその家族の経済環境が悪化したと感じるか
→全体の62.1%が「感じる」。特に、中学校では7割、高校では8割を超える。

5年間に子どもとその家族の経済環境が悪化したと感じるか

悪 化

合  計
感 じ る 感 じ な い 不明 B無 回答

種 別

保育所      慶a)
42

54.5%
32

41.6%
3

3.9%
77

100.0%

JJヽ学校         度8ふ
84

63.2%
46

34.6%
3

2.3%
133

100.0%

中学校      腱a)
32

74.4%
8

18.6%
3

7.0%
43

100.0%

高校       鷹a)
18

85。7%
3

14.3%
0

0%
21

100.0%

特月J支援学校    
度

a)
3

42.9%
4

57.1%
0

0%
7

100.0%

学菫クラブ    度a)
11

42.3%
14

53.8%
1

3.8%
26

100.0%

児童福祉施設   霞a)
5

71.4%
2

28.6%
0

0%
7

100.0%

合 計
度数

(%)

195
62.1%

109
34.7%

10
3.2%

314
100.0%

「福島県における子どもの貧困調査報告者」より
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母子家庭で高校生を筆頭に、4歳までの兄弟が4人いる。母親はパート勤務で収入も少なく、家賃

等を支払うことができない。また夕食はおかずが一品という日が何日か続いたこともあつたと話

しがあった。(保育園)

父親のリストラに伴い、収入がない状態で、保育料、また学校等の諸経費の滞納。保育園も母親も

仕事を失い退所となり、一年近く家族4人で一日中家の中で過ごし、小学生だけが学校へ通うが、

食事や入浴等手がかけられない状態である。(保育園)

冬季電気が止められ、暖房が使えなくなつたとの情報を近隣の方より受け、担任がストース 食料

等を持つて家庭訪間する。その後、生活保護の手続きとなり、PttA会長の紹介で、母はパートの仕事

につく。しかし、体調不良を理由になかなか仕事が続けられない。(小学校)

入学を一年先延ばしさせてほしいという保護者がいた。

いつも同じ服を着て、洗濯してもらえない。

多額の借金を抱えているため子どもの制服や学用品が用意できず登校拒否をしている。(中学校)

子どもとその家族の貧困の現状①



回 家の周り、家の中は整理されておら嗅使用できないものやゴミが散乱している。壁が壊掟 いたり、
ガラスが割れて無かつたりもしている。制服、Yシャ以 ジャージ、丁シャッは1着ずつしかなく、また
洗濯もされず着つづけているので汚れや臭いがひどい。不登校で保護者の支援が受けられないた
め学習の機会がなかつたことで、ひらがなを書くのがやつとである。(中学校)

日 夏季休業中は給食が食べられなくなるため栄養不足になり病気になつた生徒がいた。高校に合格
しても入学時の諸費用の都合をつけることができずに入学を辞退した生徒がいた。(中学校)

■ 修学旅行費用が支払えないため不参加となつた。諸経費が支払えないため担任が立て替えている。
制服のプラウスやYシャッの予備が購入できないため汚れた衣服を着用している。部費やユニ
フォーム代が支払えないため部活動ができない。(高校)

■ インフルエンザにかかつても受診できない子もいた。(小学校)
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子どもとその家族の貧困の現状②



地域最低賃金

―年間の収入 1ヮ 573ヮ440円

一ｂ

愛知県の最低賃金 (2010年 10月 24日現在)

745円

―日8時間フルタイムで

22日間働くと

―月の収入

131ヮ 120円



名古屋市

(1級地-1)

豊橋市 他

(2級地-1)

92ヮ530円 240,140円 121ヮ460円
(1ワ 110り 360円 (2ヮ 881ヮ680円 ) (1,4579520円 )

85ヮ370円 223,120円 112,230円
(1ヮ 024ヮ 440円 (2ヮ 677ヮ440F]) (19346,760円 )

数値は、基本的に生活扶助 I類・I類、住宅扶助 (東京都23区・秋田市は13,000円 、秋田県内の町村につぃては8,000円 で計算)、 教育扶助の基準額、
加算については児童養育加算と障害者加算、母子加算のみを計算した。冬期加算、期末一時扶助および上記以外の各種加算、それに動労扶助等を除いた。

16

生活保護費 (最低生活費)の推計

①

単身高齢者世帯
(65歳)

②

母子世帯
(母40歳口子ども14歳と8歳 )

③

単身障がい書世帯
(50麟t)



子どもに関する社会的必需品 (日本)
(%)

希望するすべての子ども

に絶対に与えられるべき

与えられたほうが望ましい爪

憲の事情m的 なり で

与えられな《 もしかたがない

与えられなくてもよい わからない

朝ご飯 91.8 6.8 0.3
医者に行く(検診も含む) 86.8 11.2 0.6 1.4
歯医者に行く (歯科検診も含む) 86.1 11.9 0.6 1.4
遭足や修学旅行などの学校行事への参加 81.1 16.8 0.7 1.3
学校での給食 75.3 16.6 4.7 3.4
手作 りの夕食 72.8 25。 3 0.8 1.2

(希望すれば)高校・専門学校までの教育 61.5 35.2 1.6 1.7

絵本や子ども用の本 51.2 43.8 2.9 2.1

子どもの学校行事や授業参観に親が参加 47.8 43.8 5.9 2.4
(希望すれば)短大・大学までの教育 42.8 51.1 4.2 1.9
お古でない文房具 (鉛筆、下着、ノー トなど) 42,0 48.7 7.1 2.2
少なくとも、一足のお古でない靴 40.2 51.2 6.4 2.2
誕生日のお祝い(特別の夕食、バーティ、プレゼントなど) 35.8 52.4 9.7 2.1

1年に1回 くらい遊園地や動物園へ行く 35.6 53.6 8.3 2.6

少なくとも―組の新しい洋服 (お古でない) 33.7 55.8 8.7 1.9
友たちを家に呼ぶこと (小学生以上) 30.6 56.3 9.9 3.1

適当なお年二 30.6 56.3 10.5 2.6
クリスマスプレゼント 26.5 52.7 18.5 2.3

適当なおこづかい (小学生以上) 23.1 61.5 12.9 2.5
子ども用の勉強机 21.4 57.0 19.3 2.2
自転車 (小学生以上) 20.9 60.4 15.7 3.0
数年に1回は一泊以上の家族旅行に行く (海・山など) 20.7 58.6 17.7 3.0
子ども部屋 (中学生以上、兄弟姉妹と同室も含む) 17.0 64.9 16.1 2.0
親が必要と思つた蝙合、塾に行く (中学生以上) 13.7 54.6 27.4 4.3
少なくとも一つくらいお積古ごとに通う 13.4 53.3 30.6 2.6
周囲のほとんどの子が持つスポーツ用品 (サッカーボール、
グロープなど)や おもちゃ(人形、プロック、バズルまど)

12.4 65。 9 18.7 2.9

資料 :阿部彩 「子 どもの貧困一 日本の不平等 を考 える」岩波新書、2008
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イギリスにおける子どもの必需品の支持率 (1999)
(%)

頂 目 「必需であるJとする割合 (親 )

目かいコ… ト 95

新鮮なフルーツまたは野菜 94

新しく、足にあつた靴 94

特別な日のお祝い 93

自分用のベットと毛布 93
1日 3回の食事 91

趣昧やレジャー活動 90

自分の本 89

学校の制服 88

集団活動 (プレイログルーカ (1週間に1回 )(未就学児) 88

おもちゃ (人形、ぬいぐるみなど) 84

少なくとも7枚のバンツ 83

教育用のゲーム 83

水泳 (1か月に 1回 ) 78

子ども部屋 (10歳以上) 78

肉、魚、または菜食主義者用の代替品 (1日 2回 ) 77

学校の還足 (1学期に 1回 ) 74
セーター、カーディガンなど4着 73
1週間以上の旅行 (1年に 1回 ) 71

お古でない洋服 70

少なくとも4本のズボン 69

遊ぶことのできる庭 69

寝室のカーペット 67

おもちゃ (プロックなど) 62

レジャー用の道具 60

友たちを家によぶ (2週間に 1回 ) 59

自転車 (お古も含む) 55

少なくとも 1週間に50ベンスのおやつ代 (おこづかい) 49

勉強のためのコンピュータ 42

コンピュ…夕・ゲーム 18

資料 :阿部彩 『子 どもの貧困一 日本の不平等 を考 えるJ岩波新書、2008
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国際的にみれば子どもの教育環境の整備は不十分 ?

教育環境の充実を示す8品目中6品日未満しか持つていない割合 (15歳・国際比較)

2003年値 (イスラエルは2000年値)

16.4
16,7
17.6
18.2
18.3

20.1

20.5
21.0
1 21.9

21.9
22.7

24.2
24.7
25.4
25.8

27.2
1 27.8

(%)

アイスランド

ノルウェー

イスラエル

オース トラリア

オース トリア

ドイツ

スウエーデン

オランダ

イギリス

フィンランド
ベルギー

カナダ
ニユージーラン ド

スイス

アメリカ含衆国

スベイン

フランス

イタリア

デンマーク

チエコ共和国

アイルラン ド

ポル トガル

ポーランド

ハンガリー

日本

ラ トビア

ギリシヤ

ロシア連邦

(注 )調査対象は、OECD加盟国25カ 国と非加盟国8カ 国。なお、イスラエル、ラトビア、ロシア連邦はOECD非 加盟国。
教育環境の充実を示す8品目とは、学 習 机 、勉 強 のための静 かな場 所 、勉 強 用 パ ソコン、教 育 ソフト、インターネット接 続 、電 車 、辞 書 、教 科 書 。
資料:ユニセフ「An overview of child we!卜 being in nch cOuntnes」 2007
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11.9

13.1

31.0

42.5
44.1
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十分な学習環境が保証されているか?

チエコ共和国

ラトビア

アイスランド

ハンガリー

ロシア連邦

スベイン

スウエーデン

ノルウェー

オース トラリア

フインランド
ニユージーランド

カナダ

ドイツ

ギリシャ

デンマーク

ポーランド

イスラエル

イタリア

フランス

オーストリア

イギリス

日本
アイルランド

スイス
ペルギー

アメリカ含衆国

オランダ

冽ドルトラげル

(注 )調査対象は、oECD加盟国25カ 国と非加盟国8カ国。なお、イスラエル、ラトビア、ロシア連邦はOECD非 加盟国。
資料 :ユニセフ「An overview of chi d wel卜 being in rich cOuntries」 2007

家の本が10冊より少ない割合(15歳・国際比較)
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(%)

10.4

10.9

11.7

12.2

12.6

12.9



3歳半の子どもの約7割は就寝時刻が午後10時以降

40% 50%

■ 午後 8時前  |1午 後 8時台  ■ 午後 9時台    午後 10時台

幼児の就寝時刻の推移

3歳 6か月時点 ふだんの日

4歳 6か同時点 ふだんの日

5歳 6か月時点 ふだんの日

(注 )調査対 象は、平成 13年 1月 10～ 17日、7月 10～ 17日の間に出生した子の継続調査。
1月 生まれは8月 に、7月生まれは翌年2月 に毎年調査。
この図は、3歳6か月 (4回目)、 4歳6か月 (5回 目)、 5歳6か月 (6回 目)のすべての回答にあった36.691人を対象にしている。

対象:厚生労働省「第6回 21世紀出生児縦断調査」2007
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午後 11時以降 時間が不規則 不詳

10% 20%

土曜日

70% 100%

0.2

0.7

0.6

80%30%0%

7.112.1 I.2 4ど 4 29,3

:.7 50.4 2 .7 4.9

0.7

20.0 5 .3 19,2 2.1

:5.61

2.1   12.0 45.8 32.3 0,7



保育制度改革にみるすべての子どもたちに保障される保育とは ?
待機児童解消を回実にした幼保一体化 (「 こども園」)で、子どもたちの保育の

ナショナル・ミニマム (最低基準)は低下と自治体間格差ヘ

昼寝の時間は足の踏み場もない認
可園も=全国社会福祉協議会提供

22
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学校教育場面における ミニマム

私立高等学校

46.43万円

4.51

公立高等学校

24.03万円

公立高校授業料の無償化が実現。―方で、授業以外の学校諸経費について、一律負担を求める自治体も

図表6 学校教育を受けるための費用 (―人・年間)

図書・学用品・

実習材料費

修学旅行・

通足・見学費

5.38

W4 編3猜4F%∞

公立小学校

9.76万 円

公立中学校

17.55万 円

その他
(籠章・上ばき。卒業ア′レ ムヽ● )

0.58

資料:鷹咲子「子ども・若者の貧困と教育の機会均等～卒業クライシス問題と高まる高校版就学援助の必要性～」「経済のプリズムJ No 83、 20109
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(万円)

3.79  学校納付金 (学級費・PTA会■・入学金・私立の施観整備■)等

21.56

3.81     4.45

|.38

11]費
IIIol::.91夕

・34

0.26



人口規模の小さな自治体は、「学校外活動費」は相対的に少ない一方で、

授業料や通学費などの「学校教育費」は都市部よりも高い

公立Jヽ中学校の学習費 (市町村の人口規模別)
(円 )

600,Ooo

500,Ooo

400,Ooo

300,Ooo

200,ooo

100,00o

学校外活動■

学校綸貪■

! +tl*er

172,330

5万人未潤

1 見枇 |

15万人以上

 |

小学校

3341204

指定都市・

特別区

5万人未滴

 |

403,521

指定都市・

特月1区

203,315

293,617
307,261

41,545
33,159

見猫
褐
…

中学校

209,907 227,596

41,410 40,874

(注 )調査対象は、公立小学校5,400人 、公立中学校2,700人 (有効回答致 小学校4,600人、中学校2,374人 )。 平成18年 4月～19年 3月 末の1年間の費用。
学校教育費:保 護者が、子どもに学校教育を受けさせるために支出した経費 (授業料や通学費など)。

学校外活動費:保護者が、子どもの学校外活動のために支出した経費 (学習塾や習い事など)。

資料 :文部科学省「平成18年度子どもの学習費調査」2007
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生きる権利
(frT+=$urviva!)

守られる権利
(保護=ProtecJon)

25

|

すべての子どもに等しく保障される社会的権利
「子どもの権利条約」より

育つ権利
(発達〓Deve:opment)

参加する権利
(参加 =Participation)



イギリスのブレア政権 (1999年当時)

2010年までに子どもの貧困を半減させ、2020年までには子どもの貧困を撲滅することを公約。

当時のイギリスにおける子どもの貧困率は約13%。 日本と同水準。

イギリスにおけるCPAG(Child Poverty Action Group)の 活動
イギリスにおける最もポピュラーな民間福祉団体(1965年創設)

創設の背景に、1960年代の「貧困の再発見」口…Pロタウンゼントの役割
●2009年のCPAGによる「子どもの貧困の解消:達成のためのマニフエスト」

① 雇用の確保

② セーフティネットの修復

③ ミーンズテスト付き手当 (所得制限付き手当)からの脱却

④ 就労への障壁の除去

⑤ ワーキングプアの抑制

⑥ 子どものニーズを第一に考えたチャイルドケア

⑦ 教育格差の是正

③ 公的サービスを最も必要な者に提供すること

⑨ 税制の是正

⑩ 適正水準の住宅の保障
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子ども貧困解決は、社会・地域の責務として


